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群馬銀行の金融円滑化に関する基本方針 

 

群馬銀行（頭取 齋藤 一雄）では、2010年 2月に「金融円滑化に関する基本方針」を定め、

他の金融機関等と連携を図りながら、新規のお借入やご返済条件の変更等について対応してま

いりました。 

2013年 3月末の中小企業金融円滑化法の期限到来後におきましても、群馬銀行の金融円滑化

に向けた基本的な取組方針に変更はございません。 

引き続き、本方針に基づき、お客さまからの新規のお借入やご返済条件の変更等に関するお

申し出には適切に対応するとともに、中小企業や小規模事業者のお客さま個々の経営課題の解

決に向けて積極的なサポートに努めてまいります。 

 

１．金融円滑化に関する基本方針 

 

（１）新規のお借入やご返済条件変更への対応 

お客さまから新規のお借入れやご返済条件の変更等のご相談・お申込みがあった場合には、

お客さまの現状や今後の見通し等を正しく把握した上で、適切に対応するよう努めます。

なお、必要に応じて、他の金融機関、信用保証協会、地域経済活性化支援機構、住宅金融

支援機構等の関係機関と緊密な連携を図ります。 

（２）経営相談・経営支援 

お客さまから経営に関するご相談があった場合には、真摯な対応を心がけ、お客さまの立

場に立った最適なソリューションのご提案に努めます。また、当行が持つ情報機能やネッ

トワーク等を積極的に活用したコンサルティング機能の発揮に努めるとともに、その実効

性を高める観点から、外部専門家・外部機関・認定経営革新等支援機関（注）等との連携

を図り、地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう努めてまいります。 

(注)公的に認定された財務および会計についての専門的知識を有する中小企業支援者（商工会、商工

会議所、中小企業診断士等）、税理士、金融機関等 

（３）人材育成 

ご融資の審査や経営相談への対応等に関する行員の能力向上のために、研修制度の充実な

どに積極的に取組み、お客さまのご要望に的確にお応えできるよう努めます。 

（４）お客さまへの説明 

新規のお借入れやご返済条件の変更等のお申込みがあった場合には、お客さまに適切かつ

詳細な情報の提供と説明を行うよう努めます。また、ご希望に添えない場合には、お客さ

まのご理解とご納得をいただけるよう、その根拠を明らかにし、誠意をもって説明するよ

う努めます。 

（５）経営者保証に関するガイドラインへの対応 

経営者保証については、「経営者保証に関するガイドライン」（2013 年 12 月 5 日「経営者

保証に関するガイドライン研究会」により公表。）の趣旨を十分に踏まえ、お客さまと保証

契約を締結する場合、お客さまから既存の保証契約の見直しのお申し入れがあった場合、

およびお客さまが保証債務の整理を申し立てられた場合などには、本ガイドラインにもと

づき、誠実かつ柔軟に対応するよう努めます。また、当該対応が当行の融資慣行として浸

透・定着するよう努めます。 
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（６）お問い合わせ・ご要望等への対応 

新規のご融資やご返済条件の変更等のご相談、お申込みに関して、お客さまからお問い合

わせ、ご相談、ご要望および苦情のお申出があった場合には、お客さまのご理解とご納得

を得られるよう丁寧な説明に努めます。 

 

２．金融円滑化管理の体制 

 

（１）取締役会 

取締役会は、経営方針に則り、金融円滑化管理に関する基本方針を定め、組織全体に周知

します。また、取締役会は、定期的または必要に応じて、金融円滑化管理に関する報告を

受け、分析・検討のうえ、問題の有無を確認するとともに、金融円滑化管理体制の改善を

図るための重要な対応策を決議します。 

 

（２）常務会 

頭取は、常務会において協議のうえ、適切な金融円滑化管理を行うための組織体制を整備

します。また、頭取は、常務会において金融円滑化管理状況の報告を受け、必要な意思決

定を行うなど、把握した情報を業務の執行および管理体制の整備等に活用します。 

 

（３）金融円滑化統括責任者 

Ａ．審査部主管役員が金融円滑化管理全般の担当取締役として、金融円滑化統括責任者と

なります。 

Ｂ．金融円滑化統括責任者は、金融円滑化に関する施策の計画と実施状況等について、各

業務部門からの報告等によりモニタリングを行います。また、各種報告やモニタリング

結果を踏まえて、金融円滑化管理態勢の実効性の検証と改善策の提言等を行います。 

 

（４）金融円滑化本部責任者 

Ａ．審査部およびローン営業部の部長は、金融円滑化本部責任者となり、本部における金

融円滑化管理の責任者となります。 

Ｂ．金融円滑化本部責任者は、金融円滑化統括責任者の補佐、金融円滑化管理に関する諸

施策の実施状況および改善策の取りまとめ等の役割を担います。 

 

（５）金融円滑化管理担当部 

Ａ．審査部、ローン営業部、総合企画部、リスク統括部、人事部、営業統括部、コンサル

ティング営業部、および国際営業部を金融円滑化管理担当部とします。 

Ｂ．金融円滑化管理担当部は、所管業務における金融円滑化管理態勢の整備・確立のため、

諸施策の立案・実施、管理状況の報告・モニタリングの実施、営業店の指導・支援等の

役割を担います。 

 

（６）金融円滑化責任者 

Ａ．営業店（店頭強化店、出張所を除く。以下、同じ。）毎に金融円滑化責任者を置き、営

業店長がその任にあたります。 
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Ｂ．金融円滑化責任者は、営業店における金融円滑化管理の責任者として、お客さまから

の相談の統括や各種報告の確認、本部指示事項の徹底、行員の指導・教育等の役割を担

います。 

 

（７）金融円滑化担当者 

Ａ．金融円滑化担当者は、営業店毎に、金融円滑化責任者が、副部店長、次長、支店長代

理から任命します。 

Ｂ．金融円滑化担当者は、営業店における金融円滑化管理の担当者として、金融円滑化に

関するお客さまからの相談をお受けするとともに、部下行員の指導等を行います。 

 

３．金融円滑化に関する報告の体制 

 

（１）本部における報告体制 

Ａ．審査部は、各金融円滑化管理担当部が立案した所管業務に係る金融円滑化に関する施

策の計画および実施状況等について取りまとめ、金融円滑化統括責任者に報告するとと

もに、計画については年度毎に、実施状況等については半期毎に、常務会および取締役

会に報告します。 

Ｂ．各金融円滑化管理担当部は、所管業務に係る金融円滑化に関する重要事項について、

随時金融円滑化統括責任者に報告のうえ、常務会に報告し、必要に応じ取締役会に報告

します。特に経営に重大な影響を与える事項については、速やかに金融円滑化統括責任

者に報告のうえ、常務会および取締役会に報告します。 

Ｃ．貸付条件の変更等の実施状況に関する報告・開示に関する事項については、審査部お

よびローン営業部が四半期毎に取りまとめ、金融円滑化統括責任者に報告するとともに、

半期毎に常務会および取締役会に報告します。 

Ｄ．金融円滑化統括責任者は、金融円滑化管理に関し必要と判断した事項について、金融

円滑化管理担当部に報告を求めます。 

 

（２）営業店における報告体制 

Ａ．金融円滑化責任者は、お客さまからの貸付条件変更の実施状況について審査部および

ローン営業部に報告を行います。 

Ｂ．金融円滑化に関するお問い合わせ・ご要望および苦情のお申出があった場合には、行

内所定のルールに従って、リスク統括部および関連部署へ報告し、適切な対応を行いま

す。 

 

以 上 
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2018年3月31日現在

苦情相談対応

リスク管理面からの検証
人事部

人材育成・人事考課
総合企画部

関連各部間の調整

開示・報告対応

営業統括部
　
　
個
人
の
お
客
さ
ま

推進管理・業績表彰

コンサルティング営業部
法人向けソリューション業務

国際営業部
海外進出等に関する支援

リスク統括部
説明に関する管理

　＜群馬銀行の金融円滑化管理体制＞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
客
　
さ
　
ま

　
　
　
　
法
人
・
個
人
事
業
主
さ
ま

審査部

条件変更対応
経営相談・経営支援対応
金融円滑化の取りまとめ

開示・報告対応

ローン営業部
条件変更対応

金融円滑化本部責任者
（審査部長・ローン営業部長）

営

業

店

ロ
ー
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ロ
ー
ン
・
ほ
け
ん
相
談
プ
ラ
ザ

金融円滑化責任者
営業店における

金融円滑化管理の統括

金融円滑化担当者
相談・苦情への対応
各種報告の取りまとめ

住
宅
ロ
ー
ン

ご
返
済
相
談
窓
口

法
人
・
個
人
事
業
主
さ
ま

資
金
繰
り
相
談
窓
口

取次ぎ

融資担当者
渉外担当者 本

部

金融円滑化統括責任者
（審査部担当役員）

・金融円滑化管理の統括

協議・報告

指示・徹底

苦情受付専用電話（※）

常 務 会

取締役会

報告

報告

報

告

相談

申込
苦情

対応
説明

監
査
役

監査部
内部監査の実施

金
融
円
滑
化
管
理
担
当
部

連 携

指

示

指示
対
応

相 談・苦 情

※ 苦情受付専用電話
受付時間 9：00～17：00
ただし、土・日・祝休日、
12/31～1/3は除きます

電話番号 027-255-0019
担当：リスク統括部

お客様サポート室
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借入条件の変更等の申込みへの対応状況を適切に把握するための体制の概要 

 

2018年 3月 31日現在 

 

１．ご返済条件の変更等のご相談・お申込みの受付体制 

 

【中小企業・個人事業主の皆さまへの取組み】 

（１） 法人・個人事業主様の資金繰り相談窓口の設置 

・ 新規お借入やご返済条件の変更等事業に関する資金繰り全般のご相談に対応する

ための専用窓口を設置しております。 

・ 対象店舗 営業店（出張所、一部店舗を除く） 

・ 相談時間 ９：００～１５：００ 

       ただし、土・日・祝休日、12/31～1/3は除きます。 

 

（２） 事業資金に関するご相談専用電話の設置 

・ 取引店にご来店いただく時間がとれない方や取引店が近くにない方の事業資金に

関するご相談に対応するために、審査部スタッフによる電話相談を実施しておりま

す。 

・ 電話番号 ０１２０－５５２－４１１（フリーダイヤル） 

・ 相談時間 ９：００～１７：００ 

       ただし、土・日・祝休日、12/31～1/3は除きます。 

・ 担当部署 審査部 

 

【住宅ローンをご利用の皆さまへの取組み】 

（１）「住宅ローンご返済相談窓口」の設置 

・ 当行の住宅ローンや住宅金融支援機構の住宅融資をご利用中のお客さまで、ご返済

条件の見直し等をご希望されている方を対象に相談窓口を設置しております。 

・ 対象店舗  営業店（出張所、一部店舗を除く）、ローンステーションおよびロー 

ン・ほけん相談プラザ 

・ 相談時間  ○営業店 ９：００～１５：００ 

         ただし、土・日・祝休日、12/31～1/3は除きます。 

          ○ローンステーション 

           平日（水曜日を除く）  ９：００～１６：００ 

           土・日・振替休日   １０：００～１６：００ 

           ただし、水曜日、祝日、前後の日が祝日である日、12/31～1/3は 

           休業とさせていただきます。 

          ○ローン・ほけん相談プラザ 

           平日（水曜日を除く） １０：００～１９：００ 

           土・日・振替休日   １０：００～１７：００ 
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           ただし、水曜日、祝日、前後の日が祝日である日、12/31～1/3は 

           休業とさせていただきます。 

 

（２）住宅ローン返済相談専用電話の設置 

・ 電話番号  ０１２０－２５４－３９０（フリーダイヤル） 

・ 受付時間  ９：００～１７：００ 

          ただし、土・日・祝休日、12/31～1/3は除きます。 

・ 担当部署  ローン営業部 個人融資センター 

 

２．営業店における体制 

（１） 上記の相談窓口等でお客さまからご返済条件の変更等の相談・お申込みを受付けた

場合には、各営業店でその内容と対応状況について漏れなく記録するとともに、進

捗状況の管理を開始します。 

（２） 各営業店では、お客さまから相談・申込みを受けた案件に関する記録を審査部、ロ

ーン営業部へ送付し、各営業店と本部で情報を共有します。 

（３） 各営業店の金融円滑化担当者は、条件変更等の実施状況について毎月集計を行い、

金融円滑化責任者の確認を得たうえで、審査部およびローン営業部に報告します。 

（４） 金融円滑化責任者は、相談・申込みを受付けた案件の進捗状況を管理し、担当者に

適切な指示や指導を行います。 

 

３．本部における体制 

（１） 審査部およびローン営業部では、各営業店で記録されたお客さまの相談・申込みの

内容等を確認し、迅速に対応するための適切な指示を営業店に対して行います。 

（２） 審査部およびローン営業部では、毎月各営業店から報告される条件変更等の実施状

況を取りまとめ、金融円滑化統括責任者に報告します。 

（３） 審査部は、四半期末毎の条件変更等実施状況について、当局報告の様式に則り取り

まとめを行い、金融円滑化統括責任者に報告するとともに、半期毎に常務会および

取締役会に報告します。 

（４） 金融円滑化統括責任者は、条件変更等の実施状況報告を始めとする各種報告やモニ

タリング結果を踏まえ、金融円滑化管理態勢の検証と改善策の提言等を行います。 

（５） 取締役会では、報告に基づき金融円滑化の体制の有効性を検証し、必要に応じ、改

善を図るための対応策を決定します。 

 

以 上 
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借入条件の変更等に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要 

 

2018年 3月 31日現在 

 

１．お客さまからの新規のお借入やお借入条件の変更等に係る苦情相談は、各営業店の窓

口でお伺いしております。また、本部のリスク統括部お客様サポート室に専用の受付電

話を設置しております。 

 

【金融円滑化苦情相談受付専用電話】    

 ・相談受付内容  当行の金融円滑化対応に関するご要望および苦情相談 

 ・電 話 番 号  ０２７－２５５－００１９ 

 ・受 付 時 間  ９：００～１７：００ 

          ただし、土・日・祝休日、12/31～1/3は除きます。 

 ・担 当 部 署  リスク統括部 お客様サポート室 

 

２．苦情相談への対応にあたっては、適切かつ十分な説明および情報提供を行い、お客さ

まの理解と納得が得られるよう努めます。 

 

３．各営業店は、お客さまから受付けた苦情相談の内容をお客様サポート室へ報告します。

苦情相談の内容およびお客さまへの説明の状況等について記録し、保存します。 

 

４．お客様サポート室は、金融円滑化に係る苦情相談の発生状況や内容等について取りま

とめを行います。取りまとめた内容については、金融円滑化統括責任者に報告のうえ、

常務会および取締役会に報告する体制となっております。 

 

５．取締役会等は、必要に応じて管理体制の改善等の対応策を決定、指示します。 

 

以 上 
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中小企業者の事業についての改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要 

 

2018年 3月 31日現在 

 

 群馬銀行は、中小企業者の事業改善または再生支援を適切に行うため、以下のとおり体

制を整備しました。 

 

１．営業店および本部における体制 

（１）きめ細かな経営相談、経営指導、経営改善計画の策定指導等を通じ、各営業店と本

部が一体となって、経営改善・事業再生への取組みを行います。これらの取組みに際

しては、当行の有する情報・ネットワーク・コンサルティング機能等を活用し、積極

的な支援活動を実施します。 

（２）各営業店では、お客さまへの継続的な訪問活動を通じ、財務面のみならず、技術力・

販売力・将来性といった数値では把握できない要因も含めたお客さまの現状や問題点

に対する理解を深め、そのうえでお客さまの特性に合わせた支援活動を行います。 

（３）本部では、「審査部 審査業務室」が経営改善支援の専門部署として、営業店の支援

活動をサポートします。より積極的かつ効果的な支援活動を実施するため、審査業務

室内に「審査業務班」および「経営支援班」を設置し、お客さまの経営全般のニーズ

に則した支援体制を整備すると共に、営業店の指導・監督を強化してまいります。 

（４）行内研修やセミナー等を通じ、行員のコンサルティング能力・目利き能力の向上に

努めてまいります。 

 

２．審査部 審査業務班の役割 

（１）営業店におけるお客さまへの支援活動が適切に実施されるよう、審査業務班の担当

者が定期的に営業店を訪問し指導・監督を行います。審査業務班と営業店が一体とな

って経営改善への早期着手と着実な実行を支援することで、お客さまの業績改善と自

立的存続をサポートします。 

（２）お客さまの経営改善進捗状況によって、より専門的な改善指導、または外部機関（中

小企業再生支援協議会等）との連携が必要とされるケース等においては、審査業務班

の担当者が直接お客さまと面談させていただき、迅速かつ効果的な対応を行います。 

（３）金融円滑化統括責任者を通じて、経営改善支援への活動状況を取締役会等に報告し

ます。 

 

３．審査部 経営支援班の役割 

（１） お取引の規模等に応じて経営支援班の担当先とさせていただくお客さまについては、

経営支援班が中心となって、迅速かつ適切な支援活動を行います。 

（２）お客さまが抱える課題解決のため、経営支援班の担当者が直接お客さまと面談させ

ていただくと共に、経営コンサルタントの活用や外部機関（地域経済活性化支援機構、
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整理回収機構、中小企業再生支援協議会等）との連携により、最適な再生手法を検討・

活用し、事業再生に取組んでまいります。 

以 上 



金融円滑化法に基づき報告・開示していた貸付条件変更等の実施状況

株式会社　群馬銀行
１．貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が中小企業者である場合〕

（単位：百万円）

2009年
12月末

2010年
3月末

2010年
6月末

2010年
9月末

2010年
12月末

2011年
3月末

2011年
6月末

2011年
9月末

2011年
12月末

2012年
3月末

2012年
6月末

2012年
9月末

2012年
12月末

2013年
3月末

2013年
6月末

2013年
9月末

24,576 84,974 162,015 227,309 301,734 368,430 432,561 488,990 554,106 609,707 669,634 733,791 799,014 859,178 859,178 859,178

9,731 68,942 140,707 205,614 273,629 337,479 401,611 458,558 521,041 575,460 637,215 698,193 756,870 818,009 825,358 825,358

96 603 1,934 2,765 4,366 5,260 8,678 9,240 10,014 10,125 10,340 10,613 11,406 11,748 12,902 12,902

14,089 11,469 12,415 10,263 13,839 15,057 9,129 6,472 7,459 7,482 4,843 6,939 10,828 8,853 0 0

656 3,957 6,956 8,663 9,899 10,633 13,141 14,719 15,590 16,638 17,234 18,044 19,908 20,567 20,917 20,917

２．貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が中小企業者である場合〕

（単位：件）

2009年
12月末

2010年
3月末

2010年
6月末

2010年
9月末

2010年
12月末

2011年
3月末

2011年
6月末

2011年
9月末

2011年
12月末

2012年
3月末

2012年
6月末

2012年
9月末

2012年
12月末

2013年
3月末

2013年
6月末

2013年
9月末

1,195 4,281 7,273 10,145 13,084 16,350 19,282 21,996 25,006 27,785 30,662 33,644 36,887 39,878 39,878 39,878

469 3,363 6,203 8,982 11,778 14,903 17,807 20,450 23,386 26,076 28,941 31,819 34,836 37,752 38,156 38,156

1 26 113 152 221 261 308 339 374 388 405 418 458 482 513 513

692 674 578 527 521 565 431 415 393 403 358 401 478 471 0 0

33 218 379 484 564 621 736 792 853 918 958 1,006 1,115 1,173 1,209 1,209

貸付けの条件の変更等の申込み
を受けた貸付債権の額

うち、実行に係る
貸付債権の額

うち、謝絶に係る
貸付債権の額

うち、審査中の
貸付債権の額

うち、審査中の
貸付債権の数

うち、取下げに係る
貸付債権の数

うち、取下げに係る
貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込み
を受けた貸付債権の数

うち、実行に係る
貸付債権の数

うち、謝絶に係る
貸付債権の数
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株式会社　群馬銀行
３．貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（単位：百万円）

2009年
12月末

2010年
3月末

2010年
6月末

2010年
9月末

2010年
12月末

2011年
3月末

2011年
6月末

2011年
9月末

2011年
12月末

2012年
3月末

2012年
6月末

2012年
9月末

2012年
12月末

2013年
3月末

2013年
6月末

2013年
9月末

2,152 6,196 9,312 11,640 14,072 16,257 18,521 20,523 22,077 23,781 25,837 27,259 28,680 30,017 30,017 30,017

234 2,292 4,514 6,873 8,565 10,514 12,326 14,485 15,530 16,958 18,556 20,114 21,171 22,398 22,742 22,742

18 355 1,139 1,387 1,507 1,780 1,929 2,093 2,182 2,277 2,389 2,540 2,598 2,703 2,776 2,776

1,756 2,339 1,504 805 1,189 849 985 396 643 701 920 455 614 452 0 0

144 1,210 2,154 2,573 2,809 3,113 3,279 3,547 3,721 3,843 3,971 4,148 4,296 4,463 4,498 4,498

４．貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（単位：件）

2009年
12月末

2010年
3月末

2010年
6月末

2010年
9月末

2010年
12月末

2011年
3月末

2011年
6月末

2011年
9月末

2011年
12月末

2012年
3月末

2012年
6月末

2012年
9月末

2012年
12月末

2013年
3月末

2013年
6月末

2013年
9月末

169 505 762 982 1,194 1,379 1,580 1,746 1,866 2,003 2,171 2,297 2,400 2,525 2,525 2,525

15 187 372 583 728 902 1,060 1,242 1,322 1,429 1,552 1,691 1,773 1,880 1,908 1,908

1 32 93 115 126 146 156 170 180 191 201 212 217 228 237 237

140 181 120 73 108 72 87 34 53 61 80 44 47 41 0 0

13 105 177 211 232 259 277 300 311 322 338 350 363 376 380 380

うち、実行に係る
貸付債権の数

うち、謝絶に係る
貸付債権の数

うち、審査中の
貸付債権の数

うち、取下げに係る
貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込み
を受けた貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込み
を受けた貸付債権の数

うち、実行に係る
貸付債権の額

うち、謝絶に係る
貸付債権の額

うち、審査中の
貸付債権の額

うち、取下げに係る
貸付債権の額
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貸付条件の変更等の実施状況（金融円滑化法期限到来後の推移）
　金融円滑化の趣旨に鑑み、同法の期限到来後の貸付条件の変更等の実施状況（同法施行時からの累計）を自主的に開示するものです。

株式会社　群馬銀行
５．貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が中小企業者である場合〕

（単位：百万円）

2013年
6月末

2013年
9月末

2013年
12月末

2014年
3月末

2014年
6月末

2014年
9月末

2014年
12月末

2015年
3月末

2015年
6月末

2015年
9月末

2015年
12月末

2016年
3月末

2016年
6月末

2016年
9月末

2016年
12月末

2017年
3月末

2017年
6月末

2017年
9月末

2017年
12月末

2018年
3月末

923,089 983,941 1,048,151 1,100,310 1,165,913 1,226,920 1,285,939 1,338,050 1,394,982 1,448,306 1,506,671 1,553,132 1,608,459 1,660,851 1,714,561 1,760,072 1,812,827 1,866,253 1,918,727 1,966,457

881,582 939,344 1,004,125 1,056,431 1,120,950 1,181,411 1,238,002 1,290,107 1,344,732 1,400,303 1,452,572 1,501,327 1,555,258 1,609,044 1,657,490 1,705,178 1,753,519 1,805,555 1,854,857 1,905,526

12,925 13,027 13,779 14,001 14,301 14,678 15,081 15,461 15,664 16,318 16,691 16,897 17,239 17,349 17,482 18,260 19,480 21,080 21,295 21,448

7,296 9,746 7,920 6,804 7,096 6,854 8,440 7,733 9,482 5,991 10,895 8,068 8,037 6,243 10,462 7,251 9,966 9,557 12,107 7,982

21,285 21,824 22,325 23,072 23,564 23,975 24,415 24,748 25,103 25,692 26,512 26,838 27,923 28,214 29,125 29,382 29,860 30,060 30,467 31,499

６．貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が中小企業者である場合〕

（単位：件）

2013年
6月末

2013年
9月末

2013年
12月末

2014年
3月末

2014年
6月末

2014年
9月末

2014年
12月末

2015年
3月末

2015年
6月末

2015年
9月末

2015年
12月末

2016年
3月末

2016年
6月末

2016年
9月末

2016年
12月末

2017年
3月末

2017年
6月末

2017年
9月末

2017年
12月末

2018年
3月末

42,922 45,826 49,185 51,863 54,982 57,867 61,061 63,830 66,755 69,598 72,628 75,130 77,929 80,551 83,281 85,586 88,260 90,958 93,702 96,461

40,690 43,574 46,771 49,532 52,545 55,434 58,470 61,176 64,013 66,856 69,685 72,176 74,907 77,537 80,136 82,497 85,014 87,602 90,305 92,993

516 533 569 594 616 634 664 703 721 783 815 833 869 886 895 930 948 998 1,011 1,028

470 440 527 378 426 375 471 455 492 389 504 471 460 407 471 354 463 494 473 468

1,246 1,279 1,318 1,359 1,395 1,424 1,456 1,496 1,529 1,570 1,624 1,650 1,693 1,721 1,779 1,805 1,835 1,864 1,913 1,972

貸付けの条件の変更等の申込み
を受けた貸付債権の額

うち、実行に係る
貸付債権の額

うち、謝絶に係る
貸付債権の額

うち、審査中の
貸付債権の額

うち、審査中の
貸付債権の数

うち、取下げに係る
貸付債権の数

うち、取下げに係る
貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込み
を受けた貸付債権の数

うち、実行に係る
貸付債権の数

うち、謝絶に係る
貸付債権の数
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株式会社　群馬銀行
７．貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（単位：百万円）

2013年
6月末

2013年
9月末

2013年
12月末

2014年
3月末

2014年
6月末

2014年
9月末

2014年
12月末

2015年
3月末

2015年
6月末

2015年
9月末

2015年
12月末

2016年
3月末

2016年
6月末

2016年
9月末

2016年
12月末

2017年
3月末

2017年
6月末

2017年
9月末

2017年
12月末

2018年
3月末

31,474 32,531 33,589 34,466 35,557 36,372 36,961 37,898 38,649 39,271 39,947 40,556 41,346 41,842 42,262 42,611 43,281 43,731 44,141 44,537

23,551 24,453 25,382 26,101 27,205 27,943 28,535 29,159 29,986 30,573 31,091 31,629 32,328 32,755 33,180 33,418 34,039 34,366 34,755 35,014

2,776 2,866 2,985 3,047 3,106 3,106 3,194 3,237 3,265 3,274 3,292 3,331 3,364 3,433 3,497 3,512 3,517 3,537 3,557 3,592

585 541 433 469 330 320 186 351 157 151 234 219 216 197 89 168 155 193 106 132

4,561 4,669 4,788 4,848 4,914 5,002 5,044 5,149 5,240 5,271 5,328 5,377 5,438 5,458 5,497 5,513 5,569 5,633 5,721 5,797

８．貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（単位：件）

2013年
6月末

2013年
9月末

2013年
12月末

2014年
3月末

2014年
6月末

2014年
9月末

2014年
12月末

2015年
3月末

2015年
6月末

2015年
9月末

2015年
12月末

2016年
3月末

2016年
6月末

2016年
9月末

2016年
12月末

2017年
3月末

2017年
6月末

2017年
9月末

2017年
12月末

2018年
3月末

2,661 2,750 2,839 2,906 2,989 3,058 3,116 3,184 3,246 3,295 3,346 3,400 3,454 3,495 3,526 3,556 3,607 3,640 3,678 3,718

1,987 2,077 2,150 2,212 2,292 2,358 2,408 2,457 2,519 2,568 2,608 2,654 2,704 2,739 2,766 2,791 2,831 2,860 2,886 2,918

237 243 249 252 258 258 265 269 273 274 275 280 282 286 289 290 291 294 295 299

52 36 37 35 26 22 20 27 17 12 19 16 13 12 9 12 18 12 16 13

385 394 403 407 413 420 423 431 437 441 444 450 455 458 462 463 467 474 481 488

貸付けの条件の変更等の申込
み
を受けた貸付債権の額

うち、実行に係る
貸付債権の額

うち、謝絶に係る
貸付債権の額

うち、審査中の
貸付債権の額

うち、審査中の
貸付債権の数

うち、取下げに係る
貸付債権の数

うち、取下げに係る
貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込
み
を受けた貸付債権の数

うち、実行に係る
貸付債権の数

うち、謝絶に係る
貸付債権の数
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